
保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは

・その他必要に応じて書類を提出いただく場合があります。
・被扶養者申告書及び家庭状況は、当組合ホームページ「各種申請ダウンロード」から取得できます。
・収入がある場合の認定については、当組合ホームページ「被扶養者」をご覧ください。

　退職日の翌日から5日以内に以下の書類を提出してください。

　次に該当した場合は、5日以内に以下の書類を提出してください。

① 就職先の健康保険が適用となる場合
② 健康保険の適用外であっても、恒常的に月額
108,334円※（給与明細書の控除項目及び交通費等を含
む総支給額）以上の収入が見込まれる場合
　ただし、認定基準額を超えていても人手不足による労
働時間延長に伴う一時的な収入変動がある場合は、事業
主の証明書を添付することで引き続き認定が可能です。

認 定 （退職による無職・無収入）

取 消 （卒業後等の就職）

資格確認書・高齢受給者証が使用できるのは、退職日までです！資格確認書等が発行されている場合は、
必ず返却ください。

○ 被扶養者申告書　○ 家庭状況　○ 退職証明書または資格喪失証明書
● 雇用保険関係書類（雇用保険適用がある場合）
● �国民年金第3号被保険者関係届、基礎年金番号確認書類（20歳以上60歳未満の配偶者の場合）

○ 被扶養者申告書 
○ 就職日を確認できる書類
● �資格確認書
● �国民年金第３号被保険者関係届…
（20歳以上 60歳未満の配偶者の場合）

○…必須書類　
●…該当する方のみ

○…必須書類　● …該当する方のみ

提出書類

提出書類

被扶養者の認定・取消の
手続きを忘れずにお願いします！

退職後は、次のいずれかの健康保険制
度に加入することになります。
① 再就職先の健康保険に加入する。
② 家族の健康保険の被扶養者になる。
③ 国民健康保険に加入する。
④ 任意継続組合員になる。

2年間
退職日から20日以内に所属所の共済事務担当課を通
して「任意継続組合員資格取得申出書」を提出してく
ださい。（ただし、3月末退職の場合、所属所が定め
る日までに提出をお願いします。）
掛金の納付は、毎月払い・半年払い・年度払いがあり、
半年払い・年度払いには割引きがあります（振込手数
料は自己負担です）。資格情報通知書等と併せてご案
内しますので、期限までに振込みをお願いします。

資格喪失後に資格確認書を提示して医療機関等を受診した場合、後日医療費の返還請求を
することとなりますので使用しないよう注意してください。

… 任意継続組合員についてのご案内 …

加入できる期間
手 続 き 方 法

掛 金 の 納 付

任意継続組合員は、退職日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合、退職日の翌日から最長2年間加入
できる制度で、短期（医療）給付及び保健事業の一部が利用できます。

退職や
就職に
ともなう

書類の提出は、
所属所の共済事務

担当課へ！

※ �19 歳以上 23歳未満の者（組合員の配偶者を除く）は12万 5千円、60歳以上の者または障害厚生年金の受給要件に該
当する程度の障害者は15万円

組合員・被扶養者の資格喪失後は
資格確認書・高齢受給者証の返却返却をお願いします

10 共済だより 2026.3 No.363




